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【手続補正書】
【提出日】平成27年1月29日(2015.1.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技の主たる制御を行う主制御手段と、その主制御手段からの従制御信号に基づいて制
御を行う従制御手段と、その従制御手段からの指示に基づいて演出を行う演出実行手段と
、を備え、入賞役に当選すると遊技者が所定の遊技価値を獲得可能な入賞役遊技が実行さ
れる遊技機であって、
　隣接して設けられた遊技機に対して赤外線通信により信号を送信する送信手段と、
　前記隣接して設けられた遊技機から赤外線通信により送信される信号を受信する受信手
段と、を備え、
　前記従制御手段は、
　前記従制御信号に基づいて行われる制御に関する情報を含む信号を、前記隣接して設け
られた遊技機に対して送信するように、前記送信手段を制御する送信制御手段と、
　前記受信手段によって前記隣接して設けられた遊技機より信号を受信した場合に、該信
号と前記従制御信号とに基づいて、前記演出実行手段に所定の演出を実行させるよう指示
を行う指示手段と、を備えることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　信号を送信すべき遊技機が自機から何台だけ離れているかを示す第１情報を記憶する記
憶手段と、
　その記憶手段により記憶された第１情報に基づいて、信号を送信すべき遊技機が自機か
ら何台だけ離れているかを示す第２情報を含めて、送信すべき信号を生成する信号生成手
段と、を備え、
　前記送信手段は、前記信号生成手段により生成された信号を、隣接して設けられた遊技
機に対して赤外線通信により信号を送信するものであることを特徴とする請求項１記載の
遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】削除
【補正の内容】
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【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　請求項２記載の遊技機は、請求項１記載の遊技機において、信号を送信すべき遊技機が
自機から何台だけ離れているかを示す第１情報を記憶する記憶手段と、その記憶手段によ
り記憶された第１情報に基づいて、信号を送信すべき遊技機が自機から何台だけ離れてい
るかを示す第２情報を含めて、送信すべき信号を生成する信号生成手段と、を備え、前記
送信手段は、前記信号生成手段により生成された信号を、隣接して設けられた遊技機に対
して赤外線通信により信号を送信するものである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　請求項２記載の遊技機によれば、請求項１記載の遊技機の奏する効果に加え、次の効果
を奏する。即ち、信号を送信すべき遊技機が自機から何台だけ離れているかを示す第１情
報が記憶手段に記憶されており、その記憶手段により記憶された第１情報に基づいて、信
号を送信すべき遊技機が自機から何台だけ離れているかを示す第２情報を含めて、送信す
べき信号が信号生成手段によって生成される。そして、その信号生成手段によって生成さ
れた信号が、送信手段によって、隣接して設けられた遊技機に対して赤外線通信により送
信される。これにより、隣接して設けられた遊技機は、その送信手段によって送信された
信号を受信すると、その信号に含まれる第２情報に基づいて、この信号が自機に対して送
信されたものか、別の遊技機に対して送信されたものかを判断することができる。そして
、自機に対して送信されたものであると判断した場合は、その信号と、主制御装置からの
従制御信号とに基づいて、従制御手段の指示手段により、演出実行手段に所定の演出を実
行させるよう指示が行われる。一方、別の遊技機に対して送信されたものであると判断し
た場合は、その信号を、その別の遊技機に向けて送信することができる。よって、島設備
等に複数並べて遊技機が設置された場合に、離れて設置された遊技機との間で簡単に信号
の送受信を行うことができる。従って、遊技機間を簡易に連結しつつ、離れて設置されて
いる遊技機との間でも、その遊技機とまたがって演出を実行できるという効果がある。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
【補正の内容】
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